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あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 賠償責任保険 

■ 保険金をお支払いする場合 

１．被保険者（補償を受けることができる方）または業務の補助者が日本国内で行った鍼灸あん摩マッサージ指圧業務（あ

ん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律に規定されるものおよび介護保険法に基づく「指定居宅サー

ビス等の事業の人員、設備および運営に関する基準」に規定される機能訓練指導）によって万一患者等の他人の身体に

障害を与えたり、他人の財物を損壊した場合で、保険期間中においてその事故が発見され、被保険者が法律上の賠償責

任を負担した場合に保険金をお支払いします。 

２．上記に加え、所有・使用・管理する施術所施設の不備や欠陥または鍼灸あん摩マッサージ指圧業務以外の施設の用法に

伴う仕事の遂行が原因で、保険期間中に患者や見舞客、通行人等の他人の身体に障害を与えたり、それらの人の持ち物

等の他人の財物を損壊したことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。（施設

危険担保特約） 

■ この保険にご加入頂ける方 

現在この保険をご契約いただいている方。 

■この保険の対象となる方 

・被保険者としてご契約手続きをされた方（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格をお持ちの方に限りま

す。） 

■ この保険でお支払いする保険金 

（１）お支払いする保険金の種類 

この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して約款の規定に従い保険金をお支払します。 

①法律上の損害賠償金：法律上の賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠

償金 

※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要になります。 

②争訟費用：損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費

用、訴訟費用等（訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。） 

③損害防止軽減費用：事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続、ま

たは既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用 

④緊急措置費用：事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任が無いことが判

明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費

用 

⑤協力費用：引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社

の求めに応じて協力するために支出した費用 

（２）保険金のお支払い方法 

・①は、①の額から免責金額（*）を控除して支払限度額を限度にお支払いします。 

(*）「施設危険担保特約」部分の事故に限り、免責金額が設定されています。 

・②～⑤は、原則としてその全額をお支払いします。ただし、②について①の損害賠償金の額が支払限度額を超

える場合は、支払限度額の①の損害賠償金に対する割合によって削減してお支払いします。 

■ 保険金をお支払いできない主な場合 

この保険では下記のような場合の事故・損害は損害保険金のお支払い対象とはなりませんのでご注意下さい。以下に記

載する事項は主な事項であり、保険金をお支払できない全ての場合について記載しているものではありません。また、

施設危険担保特約部分については別の条項が適用されるため、一部を除いて以下に記載する事項とは異なります。詳細

につきましては、約款をご確認いただき、ご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受保険会社までお問い合




